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１. なぜ女性の活躍が必要か

　まず、なぜ女性の活躍が必要かということにつ
いて、３つに整理します。
　１つは、労働力人口の減少。今、非常な勢いで
労働力人口が減っているため、男性だけでは必要
な人数を確保できないという量の問題もあります
し、あるいは、必要な量は確保しても、そのため
には人材の質を落としていかないとその規模を確
保できない。これが労働力人口減少社会です。で
すから、広い人材から、その代表的なグループが
女性ですが、その中から採用する、抜擢する、登
用する必要が大きな時代の背景としてあると思い
ます。
　もう１つは、人材の完全活用という観点です。
残念ながら、日本のどこの企業も、女性は本来もっ
と活躍できるのに、その本来の力が十分出し切れ
ていないと思います。小さいお子さんがいるから
など、様々な理由があると思いますが、男性人材
と同じようには女性人材は活躍できていないとい
うのが現実だと思います。女性人材は無駄遣いさ
れています。もっと活躍して、人材の完全活用を
図るということは、人事戦略を図る上で当然のこ
ととして大事になってきます。
　３つ目が、人材の多様性を企業の力にすること
です。この多様性というのは、今日は女性の活躍
ということで、男女の多様性について語りますが、
男女には限らないで、例えば年齢、経歴、国籍の
違いなど、多様性というのは様々な切り口があり
ます。多様性に富んだ社員の集団である、そうい
う会社の方が、モノカルチャーな企業と比べると、
強い企業になれるということです。
　それはなぜか。１つは、女性の強みを生かすこ

とです。もちろん個人差はありますが、例えば物
を買うという消費者としての行動は男性より女性
の方がしっかりやっています。家事をするなど家
庭生活を営むということも女性の方がしっかりや
られているというのが通常だと思いますし、能力
面でも、例えばコミュニケーションをとる力など、
人間関係を作っていく力が得意な人は、ほとんど
女性に多いように思います。
　女性がもっと活躍できれば、その女性の強みを
もっと会社の中で生かせるということです。
　消費者市場というのは様々な意味で多様です。
性別も年齢も多様です。消費者市場を理解すると
いうのが何よりも経営にとって大事なことではな
いでしょうか。多様な消費者市場を深く理解する
ためには、会社の社員、役員の構成、こういう会
社側の構成も市場の多様性が鏡に映ったような多
様な構成にしてくことが消費者市場のことがよく
わかるということだと思います。
　企業は長年の事業活動を通じて企業の中に色々
と大事な経営資源、それは、つくってきたものだっ
たり、ノウハウだったり情報だったり、人的なネッ
トワークだったり、そういうものを長年かけて企
業は蓄積してきています。これは大事な経営資源
ですが、今、経営環境はどんどん変わっていって
いるので、従来蓄積したものを使って従来型のビ
ジネスをしていたのでは生き残れません。これが
いわゆる競争市場ですから、経営環境に合わせて
新しいアイデアや商品、サービス、ビジネスモデ
ルをつくっていかないといけない。それができる
土壌というのはモノカルチャーな土壌ではありま
せん。多様な人が集って活躍している土壌だと思
います。
　それはどうしてかというと、多様な人が集って
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いるというのは、一人一人が持っている価値観が
違ったり発想が違ったり、持っている情報が違っ
たり、得意なこと、やりたいこと、好きなことが違っ
たりするわけですから、そういう多様な人が活躍
できている土壌の中で、今社内にはないような新
しいものを生み出すということができるのではな
いか。その中で、女性の活躍というのは、企業が
生き残って成長するためには不可欠であると思い
ます。
　政府の女性活躍推進の核となる政策が、女性活
躍推進法という新しい法律です。従業員規模が
301人以上の企業には、「事業主行動計画」を策定、
届出、公表などが義務づけられています。
　この法律は10年の時限立法ですが、10年間、
ＰＤＣＡサイクルをしっかり回していくことが大
事だと思います。
　Ｐはできましたので、今はしっかりＤをやる。
行動計画に盛り込んだことをやり切るということ
です。そして、ＰＤＣＡのＣは、毎年１回進捗状
況を外に公表することが法律上の義務になってい
るので、そのときにもう一回このサイクルを回す
ということです。現状を分析する、何が進捗して
何が滞っているのか、対策は事業主行動計画に盛
り込んだものだけで十分なのか、盛り込んだもの
の中でできていないものは何なのかといったよう
なことをもう一回見直しをして、ＰＤＣＡサイク
ルを回すことをこの10年間やっていただくと、随
分皆さんの会社は変わってくると思います。
　女性の活躍推進ということを何回もこれまで言
葉にしましたが、そもそも女性の活躍というのは
何か。
　これは私の定義ですが、私は、以下に述べる２
つが達成できたときに女性は活躍できていると言
えると思っています。
　１つは、仕事が続くということです。活躍の大
前提です。いまだに育児や親の介護、配偶者の転
勤などで仕事を辞めてしまう女性はたくさんいま
す。辞めずに済む、仕事が継続する、これが女性
活躍の第１の柱です。
　それだけで十分かというとそうではありません。
活躍することと仕事が単に続くこととは次元が違

うのです。仕事が続くということだけでは、活躍
するための前提状況は満たしているが、活躍する
ということの間には大きなギャップがあります。
そのギャップを埋めるもの、私はここではキャリ
アアップという言葉を使っています。実力をつけ
て成長して、育成されて、公平に評価をされて、
その結果、登用されていくという、キャリアアッ
プです。「仕事の継続」と「キャリアアップ」、こ
の２つができて女性は活躍できていると言えると
思います。
　行政も企業も、まず着手をしたのは仕事の継続
対策の方からです。ですから、仕事の継続ができ
るようになった企業は本当に増えましたが、キャ
リアアップに着手するのは非常に遅れました。こ
の両方が達成できないといけないのです。

２. 女性の活躍推進のために
　 　　　　　 企業が取り組むべき課題

　さて、女性がもっと活躍するためには企業の皆
さんは何をしたらいいか。女性の活躍というのは
一足飛びにはいかないのが普通です。仕事が継続
できるかどうかということとキャリアアップがで
きるかどうかということの２つの要素で発展段階
というのは決まっています。
　第１段階というのは、仕事の継続ができない、
ましてやキャリアアップというのはお話にならな
いというものです。つまり、女性は子供ができた
ら退職するのが当たり前。その前には、結婚した
ら退職するのが当たり前という時代も長かったで
す。現状で女性活躍の取り組みが遅れている企業
は、子供ができたら女性の多くは退職するという
ケースがまだまだあります。
　そして、まず実現できるのが継続の方です。そ
のためには、育児休業制度や短時間勤務制度を導
入し、その結果、何とか復帰して仕事が継続でき
るようになったというのが第２段階です。この第
２段階というのは、育児をしながら何とか仕事は
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継続できるけれども、キャリアアップができてい
ない、だから活躍からはほど遠いというものです。
今、女性の活躍の取り組みが進んでいる企業は、
大体この第２段階ですね。中には、第２段階に到
達して、ここが最終目的ではなかったということ
に気がついて、第３段階に向かって今努力してい
る企業も出てきました。
　第３段階というのは、仕事の継続を前提として、
キャリアアップもできるようになるということで
す。日系企業、日本の企業では第３段階ができて
いる企業はまずありません。ですから、平均的に
言うと、これまで真面目に女性活躍推進に取り組
んできた会社さんは大体第２段階に来ていて、こ
れから第３段階を目指してほしいという、これが
日本の現状ではないかと思います。
　そして、この第３段階というのは男性から見た
らどうか。男性に何の問題もないわけではなくて、
男性にとってみれば仕事を継続するというのは当
たり前です。キャリアアップするということも当
たり前のこととして期待されています。男性に足
りないのは何かというと、家庭生活を担うことで
す。家庭生活を担うことが、男性にはできてない
人が多いのです。だから、第３段階というのは、
男性であれ女性であれ、家庭のある方は家庭責任
を担いながら、仕事が継続できるだけではなくて
キャリアアップもできるという、会社を目指して
いただきたいと思います。
　第２段階から第３段階に進むために、多くの企
業が共通して抱えている課題が３つあります。１
つは、仕事と育児の両立支援、それを方向転換し
ないといけないという問題提起です。今のままで
は、第２段階までは行くけれども、現状の両立支
援だけでは第３段階には行かない。だから、両立
支援策を変えることが最初の問題提起です。
　２つ目は、女性だけや子育て期の社員だけとい
う働き方の対応では、女性は育児休業や短時間勤
務を利用しながらかろうじて仕事は継続できるが、
第３段階には行かない。ここに行くためには、そ
ういう社員だけではなく、全社員の働き方の常識
を変える、価値観を変えなければならないという
ことです。

　３つ目は、女性という理由で差別をしないこと
です。男女の機会を均等に与えるというのは、当
たり前のことです。しかし、現実の男女間格差と
いうのは非常に大きいです。人事データを見たら、
非常に大きい男女間格差があります。縮小はして
いますが、遅々としている。その縮小をもっと早
く進めるためには、機会均等とか差別禁止だけで
はなく、ポジティブアクションとして、意識的に
女性を育成して登用していくという取り組みが必
要です。このポジティブアクションについて、３
点をこれからコメントしていきたいと思います。

(1) 仕事と育児の両立支援の方向転換
　１つは、これまでの両立支援は間違っていたと
いうことです。これまでの両立支援は、育児休業
や短時間勤務に代表されますが、仕事を免除して
育児を応援するという両立支援でした。私も間違っ
ていたのです。資生堂は育児休業３年間、短時間
勤務も小学校３年生までという、その長さを誇り
に思っていました。長ければ長いほど女性が活躍
しやすい会社になると思っていたのですが、それ
が間違いであるということが分かりました。
　こういう仕事免除型の育児支援のプログラムを
利用するのは、ほとんどが女性です。男性はほぼ
いません。手厚くなればなるほど、女性のキャリ
アアップができないのです。仕事が継続できても
キャリアアップはできない。なぜかというと、人
を育てる、人をキャリアアップさせるものは本格
的な仕事体験だからです。それ以外にはありませ
ん。本格的な仕事をどれだけしっかり経験しても
らうかということ、それがキャリアをつくるので
すが、長い年数休むことを認めるというやり方で
は、本格的な仕事体験が非常にしにくいのです。
そこで、私は資生堂の女性社員にははっきり言っ
ていたのですが、育児休業からはなるべく早く復
帰してください、短時間勤務もなるべくとらずに
フルタイムで働いてほしい、残業はしなくていい
けど、と言っていました。
　普通に働く、普通に責任ある仕事を受け持って
キャリアをつくっていく、同時に子育てもしっか
りできる、そうするためには会社はどうするべき
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かというと、それは次の２番目の今日のテーマで
ある働き方改革につながります。普通に仕事がで
きることを応援するために長時間労働をやめる。
残業があるのが当たり前のような会社からすると、
残業がない会社にする、あるいはフレキシブルな
労働条件、何時から何時まで働く、今日は何時間
働く、どこで働くということについてできるだけ
個人の選択肢を増やすことです。それが実現でき
れば、子育てをする人も早く普通の働き方に戻れ
るのです。ですから、そちらに転換しなければな
らないというのが最初の問題提起です。
　それからもう一つは、仕事と育児の両立支援と
いうのは、もう女性だけの問題ではないというこ
とです。女性の問題としては、もうこれ以上やる
ことはない。男性にいかに育児に参加してもらう
かということです。家事や育児をほとんど一身に
女性だけが担っているような家庭生活のあり方が
変わらなければ、幾ら会社が応援しても、幾ら行
政が応援しても、女性は第２段階でへとへとです。
第３段階まで行きません。第３段階まで行って本
当の意味で活躍してもらおうと思えば、男性には
妻と一緒に家庭生活を担ってもらわないと困るん
です。ですから、これからの両立支援策というの
は女性ターゲットではなくて男性に重点を置いて
ほしいというのが２点目です。
　それから、介護の問題。人口が高齢化しています。
現在でも、50代の１割は介護を担っています。育
児と違い、現状でも相当の男性が介護を担ってい
ます。だから、介護はもう現状でも女性問題では
ありません。男女の問題です。ここの対応が、育
児の問題と比べると会社は遅れていると思います。
　育児・介護休業法が今回改正されて、例えば介
護休業の分割取得などが義務づけられます。介護
というのは育児と共通している側面もありますが、
介護ニーズと育児のニーズは決定的に違うことが
たくさんあります。ですから、介護のニーズに沿っ
ていかに時間単位とか１日単位とか細切れにお休
みすることができるかということが中心になると
思うのですが、介護との両立のための社内の体制
整備は、今回の法律改正への対応を一つのきっか
けにして、本当に介護ニーズに即したものにして

いただきたいと思います。
　今、両立支援策の方向転換のお話をしましたが、
仕事はなるべく免除しないということや、むしろ
男性の両立の問題でお話をしたんですけれども、
その大前提は、やはり働き方の価値観、スタンダー
ドを変えるということです。日本はまだまだ、正
社員であれば会社の都合でいつでも何時間でも働
けるという、これが正社員だろうという考え方が
残っていると思います。
　日本の場合は、これまで男性の働き方がスタン
ダードでした。高度経済成長期の名残だと思いま
すが、専業主婦世帯が一般的で、だから男性は幾
らでも働いてよかったし、働けば働くほど量で勝
負ができていたというのが高度経済成長期です。
市場がどんどん大きくなっていった時代の働き方
がまだ尾を引いている。男性型がスタンダードに
なっているので、女性は、特にお子さんがいる女
性は、そのスタンダードに合わないため活躍しに
くいということです。
　ですから、このスタンダードを、女性に合わせ
てほしい。残業はゼロにはならないと思います。
季節的なことや臨時的、一時的なことはあると思
いますが、ふだんは残業がないのが当たり前とい
う働き方です。総務職、一般職に分けている会社
だと、一般職女性の働き方をスタンダードにする
ということですね。これがなければ第３段階に行
かないと思います。
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(2) 全社員の働き方改革
　何度も言いますけれども、女性だけの問題では
ない、育児期の問題だけではないのです。全ての
社員に時間制約があるという認識に立っていただ
くことが働き方改革の出発点です。仕事とそれ以
外の生活、それ以外の生活というのは、生涯学習
をしたい、趣味をしたい、スポーツをやりたいと
いう個人的な欲求や、育児や介護、家族との団ら
んなど、そういった家庭生活のための時間、地域
活動やＰＴＡ活動、社会貢献活動といったような
社会的な活動のために必要な時間もあると思いま
す。仕事とそれ以外のさまざまな活動、生活の両
方がしっかりできるように働き方改革をすること
がワーク・ライフ・バランスだと思います。
　多くの会社は、そのことに気づいて働き方改革
に着手をしておられますが、なかなかうまくいっ
ていないと思います。働き方改革を、残業がない
会社にするというふうに、ここではとりあえずわ
かりやすく置きかえていますけども、残業がない
会社にするためには会社は何をすればいいか。
　一番手っ取り早いのは、社員の数を増やせばい
い。忙しくて残業が多いのであれば、社員をもっ
と投入すればいい。しかし、社員の数を増やすと
人件費が増えて、コスト競争力が削がれるので、
社員の数を増やして働き方改革をするというのは
例外です。今の社員の数で残業がない会社にする
にはどうしたらいいか。
　答えは一つしかなくて、社員の数が増えないわ
けですから、１時間当たりの労働生産性を高める
という働き方改革が最終目標です。そのためには
どうしたらいいかということなのです。
　例えば１週間に１回ノー残業デーをやるとか、
あるいは夜８時に消灯するとか、それらは全て社
員の時間意識の変革です。これだけやって働き方
改革をやったつもりでいると、これは失敗の元で
す。これだけでは残業はなくなりません。
　これだと会社は何も汗をかいてないからです。
会社は、水曜日残業してはいけないとルールは決
めるのですが、それ以外のことは何もしてくれな
い。水曜日残業できないということになると、今
自分がやらないといけない仕事をどういう段取り

で水曜日残業せずに締め切りまでにやれるかとい
う、そういう苦労は全て社員に任せているという
ことです。
　このタイプで、うまくいっている会社で残業時
間は１割削減です。だから、残業はなくならず、
１割ぐらいの削減に終わるのです。残業ゼロにす
るためには、特に業務の廃止や業務プロセスの簡
素化が大事だと思っています。
　業務の廃止、これは人手が増えないため、仕事
を減らすということです。皆さんも実感されてい
ると思いますが、仕事は根雪のようになってなく
ならない。その上に新しい課題が出てきて、新し
い仕事はどんどん新しい雪として降ってきて積も
ります。だから、仕事は増える一方です。それを
会社の仕組みとして、仕事を減らすということを
やらないといけない。そういうことがやれている
会社は本当に少ないです。
　少なくとも１年に１回は、経営層あるいは本部
長クラス、部長、課長、個人のレベルまで、仕事
の棚卸しをするということをやらないといけませ
ん。棚卸しをして、例えば私が課長だとすると、
課のミッションがあり、今年の事業計画がありま
す。それに照らして、仕事に優先順位をつけ、優
先順位の低いものは思い切って止めてしまう。そ
して、優先順位が低いといっても、ただ単に止め
てしまうと売上利益が落ちますので、止めつつ、
人手の配分を変えるのです。優先度が高いものに
もっと集中して人手をかける、これを選択と集中
といいますが、棚卸しをして仕事をやめつつ選択
と集中をするということで、売上利益を落とさな
いで働く時間を短縮するという、これが業務の廃
止ということです。
　業務プロセスの簡素化というのは、同じアウト
プットを出すために投入する社員の数とか投入す
る労働時間数をいかにすれば最小化できるか、そ
のために仕事のやり方を変えるということです。
分かりやすいのは、決裁権限をなるべく現場にお
ろすとか、会議のやり方、資料のつくり方を工夫
するということは、どこの会社でもすぐにでもや
れることだと思います。つまり、いわゆる業務改
革のレベルまで取り組まないと、働き方改革は成
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功しないということです。
　既に成功している会社もあって、成功している
会社から共通点を私は３つ抜き出しました。

①残業ゼロを目指す。
　私は資生堂でこの問題は失敗しました。計画的
に現状を踏まえて少しずつ削減していくという目
標を私の場合は立てたのですが、これが失敗のも
とでした。残業をゼロにするという目標を掲げな
い限り、ゼロにはならないのです。成功している
会社は、残業ゼロを目標にしているのです。

②業務改革のレベルの取り組みまで行う。
　例としてとある企業では、業務標準化委員会を
設置して、業務の全てのプロセスを見直し、いか
に簡素化できるかということをマニュアル化しま
した。
　業務のプロセスをマニュアル化する会社はある
のですが、しばらくすると実態とマニュアルが乖
離してしまい、マニュアルは仕舞い込まれてしま
うということがあるのですが、この会社は常に現
場からマニュアルの改訂提案を受け付けていて、
月に１回、この業務標準化委員会を開いて、社員
の意見を踏まえて、マニュアルのどこを改正する、
改正しないということを議論して、常にマニュア
ルを一番新しい形にしています。こういう業務改
善のレベルにまで至っている会社は成功していま
す。

③社長のコミットメント（関与）。
　社長がどのくらい本気になるか。女性活躍もそ
うです。働き方改革も社長のコミットメントが重
要です。上記の企業は、社長が業務標準化委員会
の委員長をしており、社長自ら委員長をして、業
務改革の先頭に立っている。こういうところが働
き方改革で成功する会社です。

(3) 女性の育成・登用のための
　　　　　　　　  ポジティブアクション
　ポジティブアクションというのは、単に差別を
しないとか機会均等を保障するということだけで
はなく、現実の男女間格差、例えば採用者に占め
る女性の比率や管理職や役員に占める女性の比率、
勤続年数の男女差、賃金の男女差など、その現実
の格差を少しでも早く縮小するための取り組みで
す。代表的なポジティブアクションは２種類あり
ます。
　１つは、クォータ制という政策です。これは、
国が一律の目標を強制的に企業に適用し、企業は
それが遵守できなければペナルティーを受けると
いう政策です。ヨーロッパ、ＥＵは全ての国が、
そしてＥＵ以外も多数のヨーロッパ諸国はクォー
タ制を持っています。
　一番有名なのはノルウェーで、北欧の中では女
性の活躍が一番遅れていたため、危機感を持った
政府が産業界を説得し、取締役に占める女性比率
を４割以上にするというクォータ制を上場企業に
入れました。そして、数年間、猶予期間を置いて、
達成できなかった企業は上場を廃止するというペ
ナルティーをつけました。あっという間に、今は
取締役の５割近くが女性です。このように、クォー
タ制というのは強制力がありますので、短時間の
うちに社会をドラスチックに変える、そういう政
策です。
　そのかわり、副作用もあります。何かというと、
女性優遇をせざるを得ないということです。人を
育成するのには時間がかかります。何年までに役
員の何％を女性にしろ、管理職の何％を女性にし
ろという強制的な目標を与えられ、それを実現し
ようにも、女性の育成が間に合わなければ女性優
遇を起こすのです。そのため、女性優遇を起こし
ても社会変革をやるべきだという国はクォータ制
をとります。
　日本は、女性活躍推進法で数値目標を設定する
ことを義務づけてはいますが、クォータ制ではあ
りません。ゴール・アンド・タイムテーブルとい
う方式です。
　このゴール・アンド・タイムテーブル方式がク
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オータ制と違うのは、目標を国が一律に与えるも
のではなく、各社が独自に目標を設定してよく、
目標に到達できなかったときのペナルティーもあ
りません。クォータ制と比べると、変化に要する
年数がかかるというデメリットがありますが、メ
リットとしては、しっかり女性を育成して、管理
職になるに足りるようになって初めて管理職に登
用すればいいということですから、女性優遇は起
こりません。日本は、このゴール・アンド・タイ
ムテーブル方式でポジティブアクションを推進し
ようとしているのです。
　ですから、女性活躍推進というと、そして皆さ
んの会社が数値目標を設定するとなると、社内の
人（特に男性）が、これは女性優遇のための政策
だと思う人も出てくるでしょう。そこをよく説得
していただいて、クォータ制だとそうなるが、こ
れはゴール・アンド・タイムテーブル方式だから
女性優遇はしないということを説明していただき
たい。
　また、数値目標をつくっても、成り行きで到達
できるような目標であれば、それは数値目標に値
しません。やはりいろいろ努力をして初めて到達
できる数値目標を設定し女性を育成していく。誰
を管理職に登用するかという部分では女性優遇は
しない方がいいと思います。優遇してほしいと思っ
ている女性は誰もいませんし、男性から見ると男
性差別になりますし、企業から見ると適材適所の
公平な人事ができないので、登用の局面では女性
優遇はしないということをはっきり明言すべきで
しょう。
　プロセスで優遇しないとだめなのです。これま
ではプロセスで男性が優遇されていました。女性
の育成に努力をしてほしいのです。何度も言いま
すが、人を育成するというのは仕事体験そのもの
です。
　ですから、私が課長だとすると、課の中には定
型的な仕事、補助的な仕事もあれば、難しい仕事、
これまで課になかった新しい仕事、いろいろある
と思います。それを誰に担当してもらうかという
ことですが、従来は、定型的、補助的な仕事は女
性に、難易度が高い仕事、難しい仕事、新しい仕

事は男性にということになりがちでした。ここを
変えない限りは、数値目標を設定しても何の変化
もありません。むしろ、大変だけれどもこれをこ
なせば成長するという、難易度が高い仕事は意識
的に女性に与えていただきたい。こういうことを
やらないと、変化は起こりません。
　配置、異動もそうです。何となく社内に女性の
職場、男性の職場、女性の仕事、男性の仕事があっ
て、それを踏襲していたのでは、今以上に女性が
ステップアップするはずがないのです。いかに女
性の職域を広げるかという観点から、配置や異動
をしていただきたいと思います。
　例えば営業ですが、かつては外回りの営業は男
性で、社内に残って営業の補助事務は女性が多かっ
たと思います。これでは女性は十分その持てる力
を出し切っておらず、まず個人営業は女性も担当
することになってきていると思いますが、その次、
法人営業も当たり前のように女性にやってもらう
ことがこれからの課題だという、そんな会社もま
だまだあると思います。このように育成に力を入
れてほしいです。育成は女性を優遇していただき
たい。その結果育ってきた人を、公平に、優遇し
ないで登用してほしいというのが私の考え方です。
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３. 社内の意識改革

　最後に、社内の意識改革についてです。
　まず、管理職、特に男性の管理職の意識改革に
ついてです。
　社員の育成に性差はありません。男性部下も女
性部下も基本的には同じで、仕事体験を通じて育
ててください。いかにチャレンジングな仕事を担
当してもらうか、いかに職域を広げるための異動
をしてもらうか、これは男女に共通している問題、
育成の基本だと思います。
　管理職の男性の話をすると、管理職の方がよく
反論されます。自分には男女両方の部下がいるが、
平均的に見て女性、特にお子さんがいる女性は気
持ちが家庭に行ってしまって頑張ってくれないと
言われます。
　これは残念ながら客観的に言って本当でしょう。
男性と女性のモチベーションを比べると女性の方
が低い、これは否定できません。
　でも、ここで終わってはいけません。なぜそう
いう差があるのか。そういう管理職にはまた私の
方から反論しているのですが、女性部下をこれま
で本気で育成したか、男性部下と同じように育成
したか、あるいは男性部下と同じように女性部下
に対して活躍を期待していることを言葉や行動で
示してきたか、ということを言っています。やる
気がない女性部下がいるならば、前述のようなこ
とをしてこなかった自分の情けない姿が映ってい
ると思った方がいいと、少々厳し目のことを伝え
ています。
　本当に頑張ってほしいと期待されてサポートさ
れて、それでも頑張らないという人は見たことが
ないです。だから、今頑張れてない人は、期待さ
れてないということだと思います。
　それから、若手、年齢に限らず女性部下全体に
ついてなんですけども、その次に若手女性、主と
して20代の若手女性と、それから30代の育児期
の女性についてちょっと配慮していただきたいこ
とをお伝えします。
　20代の若手女性の育成が残念ながら少々問題が
あるように思います。私が今経営に関係している

ある会社で、同期入社の男女の評価の平均や分布
について調査を行いました。１年目の評価の結果
が同期の男女でどのように違ったか、２年目はど
うなるか、３年目にどうなるかということを入社
後の年を追って、人事データで拾い上げてもらい
ました。
　結果、そこの会社は、入社１年目は平均点で女
性の評価の方が高かったのです。そして、あると
きに男女が逆転して、それ以降、再逆転はありま
せんでした。ずっと逆転が起こったままですが、
問題はその逆転が起こった年は入社後何年目だっ
たかということです。
　例えばこれが30代に入って起こったということ
であれば、残念ですが理由が容易に想像できます。
子育てが始まって、女性はやはりキャリアが停滞
していると考えられるのですが、この会社では、
入社５年目で逆転していました。
　５年目というのは 27歳、８歳です。この会社は
本社が東京にある会社で、27、８歳はほとんど結
婚していません。お子さんは、まずいません。そ
の時期に逆転するのはなぜなのか。
　分析をしたら、１つは、初期配置が男女全く同
じではありませんでした。何となく女性を配置す
る部署と男性を配置する部署があり、それが違っ
ていたというのが、これは人事部の責任ですが、
判明しました。
　もう一つは、管理職の責任です。男性部下と比
べて女性部下を徹底的に教育してないのです。そ
れは差別意識ではなくて、こんな大変なことを経
験させたら女性はさぞかし大変だから、女性部下
に嫌われたくないからと思う人もいたかもしれま
せん。だから、差別意識ではないけれども、男性
のようには本気で鍛えてないというのがわかりま
した。
　こういうことでキャリアに差がつきます。若手
女性というのは、家庭生活、家庭責任、まず男性
と全く同じですから、この時期には本当にしっか
り鍛えて、仕事のおもしろさというのを体験させ
ていただきたいと思います。
　また、育児期に入ると配慮が必要です。今日は
女性の話をしていますが、育児期の男性も同じで
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す。しかし、その配慮は少々留意が必要です。ジャ
ストフィットというのがそのキーワードで、２つ
あります。
　１つは、人によって配慮すべき内容は違う、今
年と来年とはまた違うという意味で、本当にその
人その人が何を必要としているかということを管
理職はよく把握してやらないといけないというこ
とです。例えば妊娠中の経過についても、何か妊
娠中のこと、体のことを聞くとセクシュアルハラ
スメントだと言われないかと躊躇う男性管理職が
いらっしゃいます。それは全く的外れで、管理職
としては妊娠の経過というのは把握しないといけ
ないものです。聞きづらかったら人事部に同席、
あるいは年配の女性職員に同席してもらうなどで
対応すればよく、妊娠の経過も、２、３カ月と８カ
月では違うということもありますし、同じ人でも
１回目と２回目の妊娠の経過が全く違います。育
児もそうです。核家族でやっている人、祖父母の
手を借りられる人、シングルマザーで頑張ってい
る人、それから子供の年齢や子供の健康度合いな
ど、配慮すべき内容は違いますので、よく部下と
コミュニケーションをして、何を配慮しないとい
けないのかということをしっかり押さえるという
ことです。
　そして、もう１つのジャストフィットは、大き
過ぎる配慮、小さ過ぎる配慮はだめだということ
です。小さ過ぎる配慮は、仕事が続かなくなるから、
とんでもないことです。最近心配しないといけな
いのは、むしろ大き過ぎる配慮です。これは間違っ
た配慮です。
　例えば、育児中はさぞかし大変だろうからとい
うので、責任ある仕事を育児中の女性には任せな
いという管理職が日本は多いです。そんなことを
やっていたら、第３段階には行きません。育児中
を理由として責任ある仕事を任せないというのは
間違っているのです。時間制約は非常に強いです
から、残業はできないという人がほとんどだと思
いますが、仕事の量は調整しないといけません。
営業職であれば、営業目標は働けない時間の分は
調整しないといけない。それを同じでやれという
のは難しいことですから、仕事の量で調整して、

仕事の質は落とさないというのがポイントです。
　よくあるのは、外回りの営業ですばらしい営業
の仕事をしていた女性を、育児休業から復帰する
と事務職に回すという会社がこれまた多いのです。
これは、仕事の量で調節して仕事の質は落とさな
いという原則からいくと、大いに問題です。管理
職の女性部下の育成のあり方について、今のまま
ではだめだと思います。
　では、女性のほうは何の問題もないかというと、
女性にも問題はたくさんあります。全ての女性に
言えることは、例えば、難しい仕事や異動という
話に尻込みする女性が多いことです。この人はで
きるだろうと打診があるけれども、それに対して
尻込みするのは本当に機会を逃していると思いま
す。自信がないとかこれまでの経験が少ないとい
うことから、チャレンジするという姿勢が男性と
比べて弱いです。男性は、あの人大丈夫かなとい
うふうに思う人でも、この仕事やってみないかと
打診して断る人は見たことがないですね。女性は
たくさん断っています。それは非常に残念なこと
で、ここは改めてもらわないといけないと思いま
す。
　それから、出産、育児、介護期の女性の問題で
すが、時間当たりの生産性の高い働き方をする。
職場を見ていると、育児のために残業ができない
ので、小さくなって退社する女性がたくさんいま
す。かわいそうですよ。残業をやらせる上司は、
それを放置している会社の責任だと思いますので、
残業ができないことを申し訳ないと思う必要は全
くないと育児中の女性を励ましています。ただ、
時間当たりの生産性では頑張ってください、残業
はしなくていい、でも時間当たりでどれだけアウ
トプットを出せるかということについてはいろん
な工夫をして最大限成果を出してほしいと言って
います。
　それから、ここぞというときは育児を言い訳に
しない。ここぞというのは生涯に何回もないので
すが、本当に大きな仕事、大きなチャンスが来る
ことがあります。そのときに、自分は育児中だか
ら無理だとか、親の介護があるから無理だとか思
うと、自分のキャリアはできません。ここぞとい
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うときは何年も続かないのです。普通は数カ月、
短ければ数週間です。その間は育児とか介護とか
自分がいなくても回っていくような体制をつくる
ことは誰にでもできます。親や身内の力をかりる、
もちろん夫の力をかりるというのはその前になり
ますけど、それから最後は、一時期のことと割り
切って家事サービスや育児サービスを買うという、
そこまで覚悟すれば誰にでもそういう、自分があ
る決まった時期、ここぞというときに集中して仕
事に全力投球しても、育児の環境を維持すること
は誰にでもできると思います。
　それから、ベテラン女性の方に申し上げたい。
会社はずっと以前から女性の活躍を本気で考えて
いたわけではありません。例えば一般職の女性と
は結婚したら辞めるのが当たり前だと思っていた
時代が長かったので、本気で育成なぞしていませ
んでした。そういう方が途中から、政府の方針、
社会の流れがあって、育児休業をとってまた復職
をしたりして、結果として40代、50代になって
おられる方も多いです。均等法の前の世代の方も
まだ会社の中におられます。そういう人は、やっ
ぱり成長できていないのです。キャリアが作れて
いない。でも、投げやりになってはいけないと思
うんですね。

　人間というのは、自分の能力よりも一回り大き
い仕事にめぐり会って、その仕事をやり遂げれば
成長できます。これは私も体験しました。資生堂
に入って幾つかいろんな仕事をしましたが、日常
的な仕事以外にリスクマネジメントというのも副
社長の責任でした。そのときに３・11の東日本大
震災が起きて、私が緊急対策本部の責任者として
仕切ったのですが、本当に社員の安否確認から始
まった、やったことがない仕事でした。大変な経
験を、被災された方も本当に申し訳ないぐらい大
変なことがまだ続いていますが、私は仕事として
リスクマネジメントをやって、当時も60代でした
が、それをやり終えたときに、一回り大きくなっ
たと自分で思ったんですね。
　だから、年齢とは関係ないです。何歳になって
も成長ができる、そういうふうに言って、ベテラ
ンの女性の方に少しチャレンジングな仕事を担当
してもらって、それがなし遂げられるようにサポー
トをして自信をつけてもらうということが大事な
のではないでしょうか。

※掲載内容については、岡山県の文責により編集
しています。
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http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/wlb/20fyManual.htm

▶（公財）日本生産性本部　次世代のための民間運動ワーク・ライフ・バランス推進会議
http://www.jisedai.net
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